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平成３０年度第１回千葉市建築審査会議事録 

 

１ 日 時 平成３０年４月２０日(金) 午後２時００分～午後２時４５分 

 

２ 場 所 千葉中央コミュニティセンター８階 会議室「若潮」 

千葉市中央区千葉港２－１ 

 

３ 出席者 

（１）委員 

森岡会長、岡田会長代理、星委員、鈴木委員、島田委員、藤田委員、下川委員 

（２）行政庁職員 

建築指導課:豊田課長、内山主査、武井技師 

建築審査課:松本課長、末田主査、野口主査 

（３）事務局職員 

建築部:佐久間部長 

建築管理課:（幹事）小川課長、（書記）海保主査、染谷主任技師、丸山技師 

４ 議 題 

（１）同意議案の経過等報告 

（２）議案の審査 

※公開の議案 

ア 議案第１号 建築基準法第４４条第１項第２号許可の同意について 

イ 議案第２号 建築基準法第４３条第１項ただし書許可の同意について 

ウ 議案第３号 建築基準法第４３条第１項ただし書許可の同意について 

  エ 議案第４号 建築基準法第４３条第１項ただし書許可の同意について 

（３）その他 

ア 次回の開催予定 

５ 議事の概要 

（１）同意議案の経過等報告 

平成２９年度第１２回建築審査会で審議した議案第１号は３月２０日付けで議案

第２号は３月２２日付け、議案第３号は３月２０日付け、議案第４号は、３月２２

日付けで許可した旨の報告が特定行政庁からあった。 

（２）同意議案の審査 

ア 議案第１号 

「同意」と決定した。 
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イ 議案第２号 

「同意」と決定した。 

ウ 議案第３号 

「同意」と決定した。 

エ 議案第４号 

「同意」と決定した。 

 

（３）その他 

ア 次回の開催予定 

次回定例会の開催は、平成３０年５月１８日金曜日午後２時からとした。その次

の定例会の開催は、平成３０年６月１５日金曜日午後２時からと予定した。 

 

６ 会議経過 

※公開の議案 

【議案第１号】 

 建築基準法第４４条第１項第２号の許可の同意について 

   (包括同意基準適合) 

道路内の建築制限の特例 

バス停留所上屋の新築 

 

  (１)建築指導課説明 

  この案件は、建築基準法第４４条第１項第２号の規定により、建築審査会の同意を

求めるものです。 

「１ 該当条項」は、建築基準法第４４条第１項第２号、以下記載のとおりとなりま

す。 

また「１１ その他」と致しまして、千葉市道路内建築物連絡協議会にて、「支障

なし」として協議が終了しております。 

申請理由でございますが、本案件は、ＪＲ外房線鎌取駅方面の路線定期バス停留所

で、既設のバス停前に新たに商業施設ができることになり、その出入り口予定部分に

バス停があるため、移設が必要となったものです。計画建物が道路内に位置するため、

建築基準法第４４条第１項第２号の許可申請がなされたものでございます。 

  はじめに位置と周囲の状況ですが、スクリーンをご覧ください。 

お手元のタブレットでは、最初の画面 案内図です。 
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申請地は鎌取駅から南に約１．４キロメートルに位置し、赤色で表示した場所で、

既存の路線定期バスの停留所上屋を移設し、新たに建築するものです。 

次に現況写真です。お手元では、２ページをご覧ください。 

画面上側に写真撮影方向を示したキープラン、下側にはそれぞれの方向の写真を表

示しております。 

①は北東方向から申請建物を見た様子、②は東方向から見た様子、③は南東方向か

ら見た様子です。写真に赤線で表示しているのは、申請地の境界線、青色で表示して

いるのは申請建物の位置で、③の写真に黄色の点線で表示しているのは、移設する現

在のバス停の位置でございます。 

次に、配置図です。お手元では、３ページをご覧ください。 

画面中央は配置図、右上は建築計画概要です。配置図に赤色でお示ししているのが

敷地境界線で、市道 おゆみ野東南部５号線の道路内に位置しております。青色でお

示ししているのが申請建築物です。 

   バス停留所上屋を設置する歩道は歩行者専用で、千葉市道路占用許可基準において

原則として有効幅員を２メートル以上確保する必要があります。本議案は、バス停上

屋の下の植え込みがあった部分を縁石を残して舗装する計画で、歩道幅員として 2.97

メートルが確保されています。 

次に、平面図、立面図、断面図、求積図となります。お手元では、４ページをご覧

ください。 

画面左、中央が平面図で、屋根の全長は６．５６７メートル、奥行は２．０メート

ルです。 

画面左下が立面図で、最高の高さは３．１３９メートル、構造は鉄骨造平家建てと

なっています。 

   次に、包括同意基準適合表です。お手元では、５ページをご覧ください。 

   路線定期バス停留所上屋であり、「道路占用物件としてのバス停留所上屋の設置基

準」に適合し、千葉市道路内建築物連絡協議会との協議を終了しております。 

 

(２)質疑意見等 

 岡田委員 将来的に広告付袖壁の設置はないと判断してよろしいか、道路の見通しの関

係が重要です。 

 内山主査 現在の計画では広告付袖壁ではありません。 

 

【議案第２号】   

  建築基準法第４３条第１項ただし書許可の同意について 
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  (包括同意基準２－１に適合) 

敷地等と道路との関係の特例 

共同住宅の新築 

 

(１)建築審査課説明 

   議案第２号は、建築基準法第４３条第１項ただし書の規定により、建築審査会の同

意を求めるものです。 

該当条項は、「建築基準法第４３条第１項ただし書」です。 

申請者以下は議案書に記載のとおりです。 

なお、本案件は包括同意基準２－１に適合するものです。 

   始めに位置図ですが、お手元のタブレットの資料の１ページをご覧ください。 

計画敷地は、ＪＲ総武線の幕張駅より東に 500ｍほどに位置する赤線で囲まれた場

所で、黄色で塗られた部分が、今回ご審議いただく道です。 

次に、スクリーンと併せてタブレットの２ページをご覧ください。 

「現況図兼計画図」です。 

計画敷地は赤線で囲まれた場所で、計画建物は、木造２階建ての共同住宅と鉄骨造

の自転車駐輪場とプロパン庫を新築するものです。黒三角は出入口の位置を示してお

ります。 

道の幅は約 4.018～5.89ｍで、延長長さは約 38.4ｍです。 

通路には側溝が設けられており、汚水排水については、通路内の公共下水管に接続

する計画となっております。 

法第 43条のただし書きの経過につきましては、○Ａと記載された計画敷地において昭

和５８年に既存の共同住宅新築の際、また○Ｂ～○Ｅと記載された敷地において、それぞ

れ記載された年に一戸建て住宅、○Ｅは共同住宅建築の際、建築主事によるただき書き

で確認しております。 

次に３ページ目の包括同意基準２の１に適合するチェックシートをご覧ください。 

(１)の欄、道は千葉市が管理する法定外道路条例により指定された道路、いわゆる「条

例指定道路」浪花町６号線で、管理者と協議が終了しております。 

また、敷地が道に接する長さは 17.623ｍで 2ｍ以上接しております。 

(２)の欄、建物は共同住宅であり「特殊建築物」に該当しますが、敷地は道に６ｍ以

上接しており建築基準法施行条例の規定に適合しております。 

(３)の欄、計画建物の容積率は、69.93％となっています。 

以下、記載のとおりとなっております。 

以上のように本案件は、包括同意基準２の１に適合しています。 
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  (２)質疑意見等 

 島田委員 プロパン庫奥まった所にあるが、交換は無く置いておくのですか。 

 松本課長 屋外廊下になっており隣地側は全て開放されています。 

 森岡会長 廊下は開放廊下ですか。 

 松本課長 開放廊下です。 

 下川委員 区画整理区域に入っていますか。 

 末田主査 区域内ですが事業が未施行の区域です。 

 藤田委員 Ｄの敷地の裏は、道になっているのですか。 

 末田主査 通路形態にはなっています。 

 松本課長 隣地扱いしています。 

 下川委員 従前も共同住宅だったのですか。 

 松本課長 共同住宅です。 

 

  【議案第３号】【議案第４号】  

建築基準法第４３条第１項ただし書許可の同意について 

   (包括同意基準２－３に適合) 

敷地等と道路との関係の特例 

長屋の新築 

(１)建築審査課説明 

   議案第３号と４号は同じ申請者であり計画敷地が隣接することから、併せて説明さ

せて頂きます。 

議案第３号は、建築基準法第４３条第１項ただし書の規定により、建築審査会の同

意を求めるものです。 

該当条項は、「建築基準法第４３条第１項ただし書」です。 

申請者以下は議案書に記載のとおりです。 

なお、本案件は包括同意基準２－３に適合するものです。 

議案第４号も同じく、建築基準法第４３条第１項ただし書の規定により、建築審査

会の同意を求めるものです。 

該当条項は、「建築基準法第４３条第１項ただし書」です。 

申請者以下は議案書に記載のとおりです。 

本案件も包括同意基準２－３に適合するものです。 

議案第３号と４号の説明をいたします。 

始めに「位置図」ですが、お手元のタブレットの資料１ページをご覧ください。 
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計画敷地は、鷹の台カントリー倶楽部の北側で、位置図の外に位置しますが八千代

市にある京成大和田駅から南西に約３５０ｍの住宅地の赤線で囲んだ場所で、西側が        

３号議案、東側が４号議案の敷地で、黄色で塗られた部分が、今回ご審議いただく

通路です。 

次にスクリーンと併せてタブレットの資料２ページをご覧ください。 

「現況図兼計画図」です。 

計画敷地は、赤線で囲んだ場所で、同じく西側が３号議案、東側が４号議案の敷地

で、ともに軽量鉄骨造２階建ての長屋を建築するものです。黒三角は玄関の位置を示

しております。 

黄色で塗られた通路の幅員は約 4.00ｍで、延長は３号議案は敷地の終端までで 46

ｍ、４号議案は 55ｍです。 

敷地内の雨水は側溝に、汚水は通路内の公共下水管に接続する計画となっておりま

す。 

法第 43条のただし書きの経過につきましては、○Ａ、○Ｂと記載された敷地においてそ

れぞれ記載された年に一戸建て住宅建築の際、建築主事によるただき書で確認をして

おります。 

次に、包括同意基準２の３に適合するチェックシートを、ご覧ください。 

はじめに３号議案のチェックシートです。 

(１)イの欄、通路の幅員は約 4.00ｍです。    

ウの欄、通路の延長は 46.0ｍです。 

オの欄、通路部分の権利者から通行等の承諾が得られております。 

(２)建築物の用途は 100㎡以下の長屋です。 

その他、適合表に記載のとおり包括同意基準の２の３に適合しています。 

次に４号議案のチェックシートです。 

   (１)のアとウの備考欄に記載の接道長さと通路延長、（５）と（７）の備考欄に記     

載の敷地面積と容積率に違いがあるものの、３号議案と同様に包括同意基準の

２の３に適合しています。 

道路位置指定につきましては、基準にあった隅切り、転回広場の確保ついて協力

が得られないため、指定を受けることができませんでした。 

 (２)質疑意見等 

島田委員 ２棟同じ建物が建つのですか。 

末田主査 そうです。 

下川委員 重層長屋ですか。 

松本課長 重層長屋です。 
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森岡会長 共同住宅は建たないのですか。 

松本課長 包括同意基準では共同住宅１００㎡以下となっています。施主さんの希

望で長屋です。 

 

 

 


